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1．は じめに

　 （社）日本造園学会で は、1999年よ りラ ン ドス ケープ 健 設）

技術研究委員会 （以 下、
“

委員会
”

）にお い て行っ て きた 「公共

造園空間整 備に お ける設計 ・施工 ・管理一その 連携と空間評価

r 」に関わ る研究をま とめ 、

“

提冒
’
と して発表した （2007）1）

。

この 提言で は、公 共造 園空間の 計画 ・設計 ・施工 ・管理 の 各段

階に対 し、広 く網羅的に課題をあ げ、今後の あり方にっ い て と

りま とめ られて い る 。 こ の 中の 計画 ・設計に 関する部分で は、
「設讖 、「設計意図の 明確な伝達」、「役割分損と知的所

有権 の 明確化 」 が挙 げ られ、施工 に関す る部 分 で 「技術 ・技 能

力 の 有 効活用 」、「公 共造 園空間整備 に導 入可能 な入 奉い 契 約方

式」 （総合評価方式、設計施工
一
括発注方式、入札時VE 方式 （総

合評価型）、性能規定発注方式にお け る留意点）が挙げられた。

　この 提言にお い ては、「造園技術や理念を具現化 してい く際、

計画 ・設 計 ・施工 ・管理 ・運営の フ ロ ーを的確に効率 よ く稼動

させ る シ ス テ ム と、それ を保 証する 制度の 確立 が重 要で ある。

そ して 、この 中に 設計 と施 工 に 係る 造 園撫 賭 が総合的に 関与

し てい くこ とで 、よ り良質な公 共造園空間の 整備が なされて い

く もの と考える。 」 と結ばれ てい る ことか ら分か るよ うに、 『設

計 と施工 の 連携に よる新た な仕組づ くり』を行うとい う 「方向

性 」が示 された に過 ぎない。したがっ て、今後はこ れ を受けて、

具体 的な提 案と して 打 ち出 して い く必要が あ る とい うこ とに な

る。

　 また、
“
委員会

”
で は、（社）ラ ン ドス ケープ ロ ン サル タ ン ツ

協会 （以 下、CLA ）及び （社） 日本造園建設業協会 （以 下、日

造協〉の 共催に よ り、 上記
‘
提言

’
を受けた 2008年 日本造園

学会金国大 会分科会 「環 境時代 を り一ドす る ラ ン ドス ケープ

ー
良質な造 園空間翻造 に向けて」　（以下、　

“
分科会

”
）を開催

した。本 稿 で は、こ の 分科 会 にお ける発 表及 び議 論の 内容 も踏

まえ、 「設計 ・施工 連携 に よる新た なプ m セ ス 」 につ い て 具 体

の 提 案 と考察を行 っ た もの であ る。

2 ，既往研究等の レビュ
ー

　設 計プロ セ ス や設計 ・施工連携 、 入札
・契約制度に関する既

往研究等として は、次の ようなもの が挙げられる。

　 まず、設計者に よる施工 時の 設計やデザイ ン監理、設計時の

実験施業などの 事例報告として、伊藤ら （1997）2）
の施工 時の

設計行為につ い て の 報告、
“

分科会
”

での 山本 （2008） 3）、金

清 （2008）
4）

の 設 計監 理や実験施業に つ い て の 報告などがあ る

が
、

い ずれ も正 式な制度とそれ に基づ く発注仕様書に 則っ た も

の で はな く、発注側担当者 との 合意の 下に、良質な空 間をつ く

るた め の 受注側設計者個人の 努力 に よる、
“
非公 式な設計プ ロ

セ ス
”

に よ り実現 した もの で ある とい え る
5 ）

。

一
方で 、大石

（2008） 6）
の 報告にある よ うに、少なくとも 1980年代前半ま

では、発 注者の 裁量に よ り良質な造園空間創慥 の ため の設 計 ・

施 工 プ ロ セ ス が 実践 で きて い た。これが 1990年代 に入 る と入

札 ・契約制度改革が 進み、良質な造園空間整備の ため には上記

の ような
“

非公式な設計プロ セ ス
”

が必要に なっ て しまっ た と

考えられ る。なお、設 計監 理 につ い て は 「ラン ドス ケープ研究」

にお ける特集 （1996）7）8＞にお い て 必 要陸を説 く声が多 く出 さ

れ たが、未 だ に
一
般 的に 導入 されず にい る。

ま た、設計意図 の 伝達 に 関 して 福成 （2001）
9）

は、1988 年 か

ら 10 年 に亘 る 日本造園学会関東支部技術部会で の研究を踏ま

え 、 土木 と造園の相違を明確に した上で造園］二事の特殊陛に鑑

み 、 デザイ ン の 仕上 げの プ ロ セス をあ る程度施 工 者に委 ね る事

と実 旛設計図書表 現の改善に よっ て 設計意 図伝達 を図るこ とを

提言 して い る。こ の 結果は、道路 公 団 （1995）1  、住都公 団 （1997）

1i）で
一

定の成果をみ た もの の、そ の 後 は両公 団 の
一
部 の 工 事に

おい て 実践され て い るが 自治体 な どに広 く
一
般化 されて い る と

はい えない。さらに、維持管理 を見据 えたデ ザイ ン につ い て 福

成 （2001）切 は、工 事完了後の
一

定期間の
‘
騨 監 哩

”
に よ り、

デザイン を完成させ るこ とを提案 してい る。 また 、 仕上が り評

価 につ い て福成 （2001）1Siは、造園工事の 仕上が り評価制度を

設 ける こ とで、施工 者 の 技術力 の レベ ル ア ッ プ を図 る こ とを提

案して い る 。 こ の よ うに 3 部作 ともい え る福成の 研 究で は、施

工 にお け る問題 を 中心 に論 じ られ てい る。

　多様な入 札 ・契 約方 式や 設計 プ ロ セ ス に 関 して は、日造 協の

一
連の 提案書 14 　

“’Ptや （社）建設コ ン サル タン ツ 協会 （2007 ・

2008）白書W21 ＞
、 CLA の 設計プロ セ ス 研 究 塑 23）

、 山本 （2007）
24

などがある。なお、CLA の プロ セ ス研究では、本来の 造園

’
（株） オ オ バ

”
千葉大学大学院園芸学研究科

’Ohba 　Co．，　 Ltd ．
”Graduate 　School　 of 　Horticulture，　 Chiba 　University
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　／ラン ドス ケ
ープ設計に とっ て 重要なプ ロ セ ス で ある 「基本計

画」、「基本設計」 における空間デザイン ・植栽デザイ ン につ い

て 、自己点検の 意 味 も含 めた設 計の あ り方を提 案 した もの とな

っ て い る。また、建 設一
繍 と して の 入 札 ・契約制度に 関 して

は、大野 （2003　・　2004 ・2005） 25）
〜
27）、金本ら （1999） 2Si、

盛武 ら （2005）twなどが挙げられる。

　 これらの研究等に おい て、造園1 ラン ドス ケ
ープ の 本質や課

題、設 計プロ セ ス 、入 札 ・契約方式等にお け る問題 点につ い て

は 論 じつ くされ て い る とい っ て 良い。し か しなが ら、そ の 具体

論 につ い て はい くつ かの 可能 駐を併記 して示 すな どに留ま り、

明確 には結論 づけ られ てい ない
。

　こ れは、既往研究等にお い て は、設計監理 の必 要牲、設計図

書にお け る表現方法の 充実等、棚 llの新た な仕組を付加するこ

とを提案して い る こ とに よ り、設計費の 増大を伴 うこ とが予想

された り、デザイ ン ビル ド （設計 ・施工
一
括発注方式や詳細設

言坿 工 事発注方式）や性能規定発注 右式の よ うに、特殊 解と し

ての 発注方式 を前提 と した提案で あっ た り、土木工 事を主対象

とした
一
般 論で あるため造園の 特殊性が考慮されてい なかっ た

りする こ とか ら、造園／ラ ン ドス ケープにお け る
一
般 解にはな り

えない もの で あっ た こ とに よるもの と考え られ る。

3 ．本研究の意義

　 現代 （1960年代以降）の 造園領域の 変飃を見て い くと、1986

年〜1998年にお け る 「職能再確認
・模索の 時期」を経て、現在

は 、 主 に周辺状況や一
部の 活動 の 兆 しか ら見て 「変革の 序章期」

に あると考えるこ とがで きる SU。しか しなが ら、設計、施工 業

ともに 受注額の 減少 ・経営の 悪化が続い てお り、職能再確認 ・

模索の 状況か ら抜 け出せ ない 状 況 にあ り、発注 者 に お い て は、

技術者と しての 裁量が 著 し く制 限 された状況 が続 い て い る 謝
。

「公 共工 事の 品質確保 の 促進 に関する法律 （2005）」 似 下、品

確法）の 施行に よ り、価格だ けの 競争入札が なくなるの か とい

うとそうで はない 。1980年代後半か ら進 め られ た入札・契約制

度改革は、会計 法 を厳格運 用す る こ とで、欧米 に比 し て特 殊な、

価格の みで 落札者を決定す るとい う、「よ り良い モ ノを廉価で

タイ ム リーに 調達す る責任」
3D を果 たす 上 で、欠 陥 を抱 えた 調

達制度となっ て い る 20。そ して 品確法施行後も 、 総合評価方式

やプ ロ ポーザル 方式は、拡充 の 方向性 は示 され て い るもの の
、

会計法 の 例外 と して運 用 されて きて い る。し か し、本稿で は、

この矛 盾 は 、 大 きな流れの 中で 早期 に解消され、空聞、景観 ・

デザイ ンを含む
“

品質
’
を確保するための 適正 な、設計者 ・施

工 者選 定方式が確立 され て い くもの と仮定し、受注後 の 業務自

体 に お ける 造 園1ラ ン ドス ケープ 黼 の 課 題解決 に向け た、モ ノ

づ く り ・空 間創造 プ ロ セ ス 改善提案を行っ て い くこ ととする。

　デ ザイ ン ビル ドに 関 して は、国k交通省の 検討 92）に お い て 明

記されてい るよ うに、現段階での 位覆づ けは 、
「機械．設鱚］二事

な ど高度か つ 特殊な分野等におい て」、
「透明性 と競争性を高め

るた め に」 導入 され るもの で あ り、設計 ・施工 分離原則にお け

る例外 と して扱 われ てい る。しか し、 造 園分野に とっ て 設 計 ・

施工 の 連携は、
“
委員 会

”
提 言 にお い て も 「良質な空 間整備 の た

めに必 要なこ と」 と され てお り、デザイン ビル ド以外の 連携方

法を探らなくて は ならない。

　した がっ て 、 より良質な造園空間整備に 向けて、設 計 ・施工

業界が協力 して 取 り組む こ とが で き る、設計 ・施 工 分離原則を

維持 しっ つ
一
般 解となりえる よ うな連携シ ス テ ム を提案 して い

くこ とが本論文 の趣旨であ り、意義とする とこ ろ である。

　ま た、本論考は、設計プロ セ ス に焦点を当てっ っ 、施工 との

連携を論 じ ようとしたとこ ろに特徴がある。

4 ．造園設計 ・施工 プロ セ ス を考えるに当たっ て の課題

　 これ まで の
“
委員会

”
、

“
分科会

”
に お ける議論 、

CLA 設 計

プ ロ セ ス 検討会 諍、造園もの づ くり意見交換会 SU にお い て出

された生 の 意見を と りま とめた、造園設計 ・施工 プ ロ セ ス を考

える に 当た っ て の課題は以下の とお りで ある。 なお、これ らの

課題は、特に施 工 に関わ る部分で 福成 （2001）
9 ）によっ て 示 さ

れた課 題 と ほ ぼ一
致 した もの となっ て い る。

（1）主 に 設計 に 関わる課題

・特に地方自治体か らの発注内容で は、あま りに も実施設計に

偏っ てお り、基本計画、基本設計の重要 性が認識 されて い な

　い。また、実施設計の 説明責任 はユ
ーザーで ある市民 よ りも

会 計 検査 に対 して を重視す る傾向にある。
・設 計 に か か る 労力 の 多 くの 部分がデザ イ ン で はな くエ ン ジニ

　ア リン グ、特に 工 事発注の た めの 数量計算や 時に は 仕様書に

　ない 積算業務 に使われて い る実態が ある。これ に よ り実施設

　計図か らはデザイ ン意図が読み取 れない 傾向が強 くな っ てい

　るもの と思われる。

・公共造園は、土木の
一

部と扱われ特殊性が ほ とん ど認められ

　て い ない 。ま た、発 注側担当者が土 木職の 場合 も多 く、創造

的行 為 に否 定的で あ り、設 餠監 理 も基 本 的に行われ て い ない 。

　さ らに、土木と同様の 標準設計
・メン テナ ン ス フ リーを求め

　られるこ とも散 見され る。 ただ し土木におい て も、

一
部で は

景観 ・環境 へ の取組み が見られる こ とか ら、協調の 可能性も

　ある。

・設 詐 音の 継続的関与が な されな い ケース が多 くな っ て きて い

る こ とで、設 計者に よ る設 計意図が 困難な状 況 にな っ て い る。
・設 計者は基本的に匿名で、著作性が認 め られ て い ない 匐。こ

れ に起因 し、 建築とは違い ± 木に属す るとの 考えと、 直営時

代 の延長 の ス タ ン ス か ら、 厳 密に言うと設計 者は発 注 者で あ

　りコ ンサル タン トは 設計者で はない と考えられ て い るの で は

ない か。海外業務経験の ある造園家1ラン ドス ケープアー一・teテ

ク トが、日本で は職能 （プ ロ フ ェ ッ シ ョ ン ）が認められてい

ない と感 じる こ との 根本 的原 因が こ こに あるの ではな い カ 

・特 に公 共造 園設計担 当者 の 中で、工事 発注 図書 づ く りが 優先

され るこ とに伴い、空間デザイ ン ・植栽デザイ ンカの 低下傾

向が み られ る。

（2 ）施工 に も関わる課題
・造園は扱 う材料が不定形で あるため図面だけで は表現が 困難

で あ り、施工 者へ の 設計意図伝達が課題となっ てい る。
・発注者は 「図書で 意図伝達 」 が基本ス タン ス だが、施 工 者 は

実 施設 計 図以外渡 されな い 場合が多い。
・各段階の ぶつ 切り発注が、品質ばか りで なくコ ス トの 無駄を
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呼ん で い る。
・実施設計図面表現には限界がある ことか ら、 図面 どお りに施

工 す るこ とは、逆 に品質を低下 させ る原因で あ り、 現場裁量

を発揮で きるシ ス テ ム づ くりが課題で あ る。その 際に は、設

計数量 を極力 現場に あわ せ て設計変更す る努力 が必 要で あ る。
・造園空 間は 竣工後の 適正 な管理 ・育成に よっ てデ ザイ ン の 質

を高め てい く こ とがで きるこ とか ら、施工 者と管理 者の 分離

には問題が あり、管理時の設計者に よるデザイ ン 監理も行 う

こ とが望ま しい。
・
特に公 共造 園施工 担当者の 中で、数量管理 が優先され るこ と

に 伴い、施 工 技術 ・技能力 の低下傾向がみ られ る。

（3 ）民間 ・その 他の事項

・民 間造 園は、設計施工
一
括や 性能 発注 ＋設 計監 理な どに移行

傾向で あり合理的だが、建築の
一
部としての 扱い となっ てい

るこ とは問題 である。
・
民問事業では、ラ ン ドス ケープ を商品価値ア ップの た めに う

ま く使 っ て い るが、公共にはそ の 意識が希薄で はない か。
・民 間造 園は、〈 計 画 〉 、〈 設計 〉 段 階の 区別がな く設 計手戻

りが 多い
。

・「独自性」 （生 きもの 技術や櫃物
・
植栽へ の 知 識）に拘 りすぎ

るこ とは 、 狭い 世界に 閉じ込 め られる危険性もある。

5 ．実施設計 ・施工 「個別同時」発注方式の提案

　既往研 究等 レ ビ ュ
ー

の 中で、これ まで の 設計 ・施 工連 携に よ

る成功例が
“
非公式 な設計プ ロ セ ス

”
をもっ て い る こ とを指摘

したが、これ らにほ ぼ共通 して言 えるこ とは、設 計者の継続的

関与、基本設計の 充実、各段 階を通 じて の 設計監理、さらに現

場での 裁量 ・出来映えやお さま りの評価、設計か ら施工 さらに

は管理 まで の
一
体 陸な どが な され て い る こ とで ある。本来は正

式 な発注形態に よ り、設計 ・施工 連携の

上 で これ らが実現す る こ とが 重要 で あ

るとい える。

　 こ こで 提 案す る 「実施 設計 ・施 工 同時

発注 型 プ ロ セ ス 」 （図一1）の 中の ひ と

つ である 「設 計 ・施工 『個別 同時』発注

方式」 は、デザイ ン の 中核段階 と して 充

実 した基本設計が行われ た後、実施 設計

者と施工 者がそ れ ぞれ 選定され、両者の

連携・調整に よ り仕事を進め、設計者は

設計 監 哩 （デザイ ン 監 理）を行 うこ とを

前提 とす る （図
一2 ）。こ こ で、実施設

計時に 施工 者が決ま っ て い る こ とが 大

きなポイン トで ある （この ポイ ン トの 利

点は後述）。

　現在あ る 「設 計 ・施 工
一

括発 注方 式1

も 「PFI 」 も同時発注型プ ロ セ ス とし

てグル ーピ ン グでき るが、これ らは今の

ところ特殊 解で あ り、これ に対 し 「個別

同時発注 方式」 は「 般化 でき る可 能性 が

ある と考え られ る。これ らの うち 「設計

・施 工
一

括発注 方式 」 は、前述の よ うに国土 交通省が 明確 に特

殊解で あるこ とを表明して い る。

　また 、
「PFI 」 は 、

　 B　OO （Build　Own 　CtPerate）、　 B　OT

BUild　OperaterTbansfer）、　B　TO （Builcl｛［［leanSiler　Qperate）
に 大別 され、公 共造梱 空 間に おい て は、この うち最 も民 間 の運

営裁量 の 大 きい BOO 方式 に よ りパ ークマ ネ ジメ ン トを行 う方

向性が考えられ るが、この 方式 は 日本で の 例は少 な く、公 共空

間での 適用には未だ課題 が あ る。 仮に課 題が ク リア され て も運

営リス クの 少ない 公 園等は限られて くるだろ う。 さらに、官民

の リス ク分担や事業主体となる SPC 内企業問の リス ク配分に

関 して も現段階で は 課 題が多い。

特 殊解で あ る と して も 「設計 ・施 工
一

括発 注方式 」 や rPF

I」 が基 本計画 また は基本設計 を基 に、その 後の 設 計 と施 工、

PN で は管理
・
運営まで を

一
括契約するもの で あるこ とか ら、

基本設計を基に、実施設計と施工 が従来どおり別の企 業に発注

され る ことも可能で あるはずで ある。

　こ こで こ の 方式 の ポイ ン トを整 理す ると、なに よ りも本来の

造園 の 特性 で ある 「現 場で考 える こ と」 が 可能になる こ と、設

図一1　 「同時」 発 注型プロセス の タイプ分類

図一2　設計 ・施工 個別同時発注方式フ ロ
ー
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計 ・施工 分離原則 と連携の 両立 が可能な こ と、実施設計時に施

工 者が特 定で きてい る こ とか ら最終的な設 計に施工 者の 現場で

の創意工 夫 ・ア イデ アを反映で き、 質の 向上 と コ ス ト低減化の

両立 も可能で ある こ とが挙げられ る。この ために必要なことは、

デザイ ン の 中核段階 として、また工 事発注が可能な図書 として

の 基本設計とするための 、業務内容の 再構築で ある。また、新

たなマ ネジメ ン ト（CM （コ ン ス トラク シ ョ ン ・マ ネ ジメ ン ト）、

PM （プ ロ ジ ェ ク ト・
マ ネ ジメ ン ト））の 仕組 みや、施 工 か ら管

理 まで の
一
連の マ ネ ジメ ン ト・シ ス テ ム をつ くる こ と も重要な

ところ となる。 この 部分を担 う人材は、必 ず しも現在 の受注側

技賭 が行うこ とはなく、直営時代直後の コ ン サル タン ト （設

計事務所）が、役所か ら出た人材 によっ て成 り立 っ て い た こ と

と同様に、現在の 発注側技術者が 中心 となっ て、業態 を確立 し

て い くこ とも考 え られ る。

　 こ の 骰 計 ・施工 『個別 同時』発注方式亅 が実現す る と、現

在は ほ とん ど行われ てい ない が
、 実施設計 と連動 して 契約後 V

E も可能になる こ とや、設計監理の 導入 の代わ りに実施設計で

は 工事発 注の ための 数量計算などが軽減化されへ 現揚に あわせ

た設 計 を行 うこ とがで き る。ただ しそ の 際は、契約後 VE と設

計変 更 との 相違基 準 を明確 に して お く必 要 が ある。 ま た、発油

時 は総 合評価 方式 によ り 喫 約 時 VE 」 を行 うが、実施 設計 前

の 提案であるこ とと、『契約後VE 』 によ り 2 段階VE を行 う

こ ととなる こ とか ら、無理なVE 提案を行う必要はなくなる。

す べ て に金額 面 の 結論 を 出す必 要 はなく、今後の可 能陸と して

根処を持っ て なるべ く多く提案するこ とが重要にな る。

　ま た、実施設計 時に施工 者の 現実の 調 達可 能 リス トによ り、

よ り良質で かっ 安価な樹 木選定 も可能に なる。さらに 、 本格的

な施工 前に根回 し ・移植や楠栽基盤など の 前さばき 的な仕事 や

実 験施業が実施 設計段 階ででき る とい う利点 もで て くる 。

　 さ らに 、 こ の よ うに設計
・施 工が連 携 しなが ら、 場合によ っ

て は CM 、　 PM まで も
一
連の 連携シ ス テ ムを組 んで 施工 段階の

仕事 を行えば、 次の 段 階の 「管理 」 の 時点で、同 じ構成 メン バ

ー
で 指定管 理者 の 選定 に臨む こ とが で き るだ ろ う。

6 ．おわりに

　今回 の提案は、よ り良質な造園1ラ ン ドス ケープ空間整備 を 目

指 し、また品確 法の 趣旨を全 うす るた めに も必 要 と考 え られ る 、

設計 ・施 工連携の た めの新 しい 発注 方式を提案 した もの だが、

設計者 に とっ て は、よ り根本的な 問題で あ る 「著作権」 につ い

ては今後 の 課 題 と したい 。

また、本 提 案の 仕組 み は、今 後実 現 可能性 を十分 に検討する必

要が ある こ とは当然で あるが、試行 してい く段 階で こ の シス テ

ム の 普及 戦略を持 っ て お く必 要があ る だ ろ う。 独自路線 を歩む

の で は な く、造 園発 の新 シ ス テ ム が土 木や建 築の 中に も組み込

まれ て い くよ う周辺他分野 との 協調が必 要で はな い だ ろ うか 。

ま た、こ れ に よ り造園 の 活動領域 が広 が り、逆 に、参入 も受け

入れ るこ とで、競い 合う中で 独 自性 も生まれ て くる とい う、い

い 循環が生 まれる こ とをねら うべ きで はない だ ろうか。
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